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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年４月５日に提出した臨時報告書の訂正報告書の提出理由に記載の臨時報告書の提出日が誤っていたた

め。

　

２【訂正事項】

　臨時報告書の提出日

　

３【訂正箇所】

 訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

（訂正前）

１　臨時報告書の訂正報告書の提出理由

　平成29年3月24日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の

2の規定に基づき提出いたしましたストックオプションとして新株予約権の発行を行うことに関する臨時報告書の記

載事項のうち、発行価額の総額および新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が平成30年4月4日に確定いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

（訂正後）

１　臨時報告書の訂正報告書の提出理由 

　平成30年3月26日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の

2の規定に基づき提出いたしましたストックオプションとして新株予約権の発行を行うことに関する臨時報告書の記

載事項のうち、発行価額の総額および新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が平成30年4月4日に確定いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。  
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